
函館市国民健康保険料減免取扱要綱  

 

（趣旨）  

第１条  この要綱は，函館市国民健康保険条例（昭和４４年函館市条例  

第２６号。以下「条例」という。）第２４条第１項第１号および同条  

第２項の規定による保険料の減免に関し必要な事項を定めるものとす  

る。  

（原則）  

第２条  保険料の減免は，保険料の納付義務者またはその世帯に属する  

被保険者（以下「納付義務者等」という。）が，負担能力の低下等に  

より保険料の納付が困難となった場合において，分割納付等の措置を  

講ずることによってもなお納付が困難と認められるときに，その世帯  

の納付義務者に対し行うものとする。  

２  この要綱に定める保険料の減免の決定については，申請の内容およ  

び申請をした世帯の負担能力，生活状況，資産状況その他の事項を調  

査のうえ，行わなければならない。  

（減免の対象事由）  

第３条  保険料の減免の対象事由は，所得の申告を行っている世帯が，  

次に掲げる事由に該当する場合とする。  

(1) 納付義務者等の所有に係る住宅または家財について，災害により  

受けた損害の金額（保険金，損害賠償金等により補填されるべき金  

額を控除した額。）がその住宅または家財の価格の１０分の３以上  

で，前年の世帯合計所得金額（条例第１９条第１項第１号に規定す  

る保険料の減額の基準となる総所得金額（公的年金等に係る所得が  

含まれている場合にあっては，当該公的年金等の所得金額は条例附  

則第３条に規定する１５万円の控除をする前の額によるものとする。) 

および山林所得金額の合算額をいう。以下同じ。）が１，０００万  

円以下であること。  

(2) 冷害，凍霜害，干害，津波，高潮または風水害により，農作物ま  

たは漁獲物の減収による損失額の合計金額（農作物にあっては減収  

価格から農業保険法（昭和２２年法律第１８５号）により支払われ  



るべき農作物共済金額を，漁獲物にあっては減収価格から漁業災害  

補償法（昭和３９年法律第１５８号）により支払われるべき漁業共  

済金額を控除した金額）が，平年における当該農作物または漁獲物  

による収入金額の１０分の３以上で，前年の世帯合計所得金額が  

１，０００万円以下（当該世帯合計所得金額のうち農業所得または  

事業所得（漁業事業）以外の所得金額が４００万円を超えるものを  

除く。）であること。  

(3) 生活保護法（昭和２５年法律第１４４号）の規定により保護を受  

け，国民健康保険の加入資格を世帯員全員が喪失したこと。  

(4) 納付義務者等の前年の世帯合計所得金額が，前年の生活保護基準  

相当金額（生活保護法第８条による厚生労働大臣の定める基準の額  

に相当する金額をいう。）の１．２倍以下で，納付義務者等が次に  

掲げる事由に該当し，当該年の世帯合計見込所得金額が前年の世帯  

合計所得金額（当該世帯に第１０条第５号および第６号に規定する  

収入がある場合にあっては，同条第５号および第６号に規定する方  

法により算定した額を加えた額とする。）の１０分の２以上減少す  

ること。  

ア  負傷し，または疾病にかかったこと。  

イ  盗難にあったこと。  

ウ  死亡または失踪等をしたこと。  

エ  失業または転業をしたこと。  

オ  事業を廃止し，または休止したこと。  

カ  その他これらに準ずることと市長が認めたこと。  

(5) 監獄，労役場その他これらに類する施設に１月を超えて拘禁され  

  たこと。この場合においては，第３条本文にかかわらず，所得の申  

  告を要しないものとする。  

（減免の割合等）  

第４条   保険料の減免の割合等は，別表に掲げるとおりとする。  

（減免の対象とする保険料）  

第５条   普通徴収の方法により保険料を徴収されている者の保険料の減  

 免は，その減免の事由の生じた日の属する年度毎に，減免の申請のあ  



った日以後に到来する納期に係る保険料（当該保険料を申請日前に納  

付している場合は，当該保険料を除く。）について行うものとする。  

２  特別徴収の方法により保険料を徴収されている者の保険料の減免は，  

 その減免の事由の生じた日の属する年度毎に，減免の申請のあった日  

 以後に到来する普通徴収の納期に相当する期間の保険料について行う  

 ものとする。  

３  第３条第１号に該当する者の保険料の減免は，前２項の規定にかか  

 わらず，その減免の事由の生じた日の属する月から１年分の普通徴収  

 の納期に係る保険料（特別徴収については，普通徴収の当該納期に相  

 当する保険料）について行うことができるものとする。  

４  第３条第３号に該当する場合に係る保険料の減免は，第１項および  

 第２項の規定によるもののほか，当該保険料のうち納期が到来したも  

 のについて，未納の保険料があるときは，当該未納の保険料について  

 行うことができる。  

５  第３条第５号に該当する者の保険料の減免は，第１項および第２項  

 の規定にかかわらず，減免の事由が生じた日（未決の拘留期間がある  

 ときは，当該拘留された日）の属する月から減免の事由が消滅した日  

 の属する月の前月までの期間に相当する保険料について行うことがで  

 きるものとする。  

（適用除外）  

第６条  前３条の規定にかかわらず，第３条第４号に該当する場合の世  

帯が，次の各号のいずれかに該当する世帯であるときは，保険料の減  

免は行わない。  

(1) 当該年度の保険料に所得割が賦課されていない世帯  

(2) 当該年度の保険料が条例第１９条の規定により減額されている世  

  帯  

(3) 蓄積された資産（居住用財産を除く。），退職金，保険金，保障  

金，仕送り等により当面の生活に支障のない世帯  

(4) 生活困窮の状況が，近い将来において保険料の減免を要しない状  

態となる見込である世帯  

(5) 前年度までの保険料を完納していない世帯（納付相談を経て分割  



等の方法により納付を履行している世帯を除く。）  

（申請手続）  

第７条  条例第２４条第２項に基づく減免の申請は，別記第１号様式の  

申請書に次に掲げる書類を添付して行うものとする。ただし，第３条  

第５号に該当する者については，その拘禁を証明する書類の提出によ  

り，申請があったものとみなすことができる。  

ア   り災証明（第３条第１号に該当する場合）  

イ  医師の診断書および医療費の請求書または領収書（第３条第４号  

アに該当する場合）  

ウ  盗難証明書（第３条第４号イに該当する場合）  

エ  事業主の発行する給与証明書，その他これに類する証明書を得る  

ことができないときは，給与明細書等（第３条第４号エに該当する  

場合）  

オ  民生委員の発行する無職証明書（第３条第４号エの失業に該当す  

る場合）  

カ  廃業届（第３条第４号オに該当する場合）  

キ  生活保護決定通知書または生活保護受給証明書（第３条第３号の  

規定に該当する場合）  

ク  その他市長が必要と認める書類  

（減免の決定通知）  

第８条  市長は，前条の申請があった場合において，保険料の減免を決  

定したときは，申請者に対し，速やかに別記第３号様式の通知書によ  

り通知するものとする。  

（減免の却下等）  

第９条  市長は，第７条の申請が，次の各号のいずれかに該当する場合は，

その申請を却下するものとする。  

(1) 第３条の規定による保険料の減免を受けることができる要件を欠  

いている場合  

(2) 虚偽の申請をした場合  

(3) 第７条に規定する添付書類を提出せず，または事情聴取等の調査  

に応じない場合  



２  市長は，前項の規定により申請を却下したときは，その申請者に対  

し，別記第４号様式の通知書により通知するものとする。  

（見込所得金額の算定方法）  

第 10条  保険料の減免をする場合における納付義務者等１人当りの年間  

見込所得金額は，その者の収入の区分に応じ，次に掲げる額の合計額  

とする。  

(1) 給与収入については，給与証明書等によるものとし，給与収入金  

額から給与所得控除をして得た額  

(2) 日雇い等月々の収入が不安定な者に係る収入については，申請前  

３月の平均月収に今年中の雇用が継続すると予想される月数を乗じ  

て得た額から給与所得控除をして得た額  

(3) 公的年金収入については，年金支払通知書等によるものとし，公  

的年金収入金額から公的年金控除をして得た額  

(4) 事業等による収入については，事業等総収入金額から必要経費相  

当額を控除して得た額  

(5) 失業給付金，労災保険金等に係る収入については，当該給付金等  

を給与収入とみなし，当該給付金等の収入金額から給与所得控除を  

して得た額  

(6) 遺族年金，障害年金，母子年金等に係る収入については，公的年  

金収入とみなし，当該年金等の収入金額から公的年金控除をして得  

た額  

（減免事由の消滅届）  

第 11条  保険料の減免を受けている納付義務者は，当該減免の対象事由  

が消滅した場合は，遅滞なく別記第５号様式の届出書により市長に届  

け出なければならない。  

（減免の取消等）  

第 12条  市長は，前条の届出があったとき，または虚偽の申請その他不  

正な行為により保険料の減免を受けたことを知ったときは，直ちに保  

険料の減免を取り消し，当該納付義務者に対し，別記第６号様式の通  

知書により通知するものとする。  

附  則  



１  この要綱は，平成５年４月１日から施行する。  

２  函館市国民健康保険料減免取扱要綱（昭和６３年６月１０日施行）は，  

廃止する。  

３  この要綱の規定は，平成４年度以降の年度分の保険料について適用  

し，平成３年度分までの保険料については，なお従前の例による。  

４  第５条第３項の規定にかかわらず，東日本大震災（平成２３年３月  

１１日に発生した東北地方太平洋沖地震およびこれに伴う原子力発電  

所の事故による災害をいう。）による被災者であって，東京電力福島  

第一原子力発電所事故に伴う国による避難指示区域等（警戒区域，計  

画的避難区域，緊急時避難準備区域，特定避難勧奨地点（ホットスポ  

ット）の４つの区域等をいう（いずれも，解除・再編された場合を含  

む）。），帰還困難区域および，旧避難指示区域等（平成２５年度以  

前に指定が解除された旧緊急時避難準備区域等（特定避難勧奨地点を  

含む），平成２６年度に指定が解除された旧避難指示解除準備区域等  

（田村市の一部，川内村の一部および南相馬市の特定避難勧奨地点），

平成２７年度に指定が解除された旧避難指示解除準備区域（楢葉町の  

一部），平成２８年度および平成２９年４月１日に指定が解除された  

旧居住制限区域等（葛尾村の一部，川内村の一部，南相馬市の一部，  

飯舘村の一部，川俣町の一部，浪江町の一部および富岡町の一部），  

令和元年度に指定が解除された旧帰還困難区域等（双葉町の一部，大  

熊町の一部および富岡町の一部）の区域等，令和４年度に指定が解除  

された旧特定復興再生拠点区域（葛尾村の一部，大熊町の一部，双葉  

町の一部および浪江町の一部）の区域，令和５年度に指定が解除され  

た特定復興再生拠点区域（飯舘村の一部および富岡町の一部）の区域  

および令和６年度に指定が解除された帰還困難区域（飯舘村の一部お  

よび葛尾村の一部）の区域をいう。）に住所を有し，被災後，本市に  

転入した納付義務者にあっては，「東京電力福島第一原子力発電所事  

故に伴う避難指示区域等における被保険者等の一部負担金及び保険料  

（税）の免除措置等に対する財政支援の延長について」（令和８年２  

月２５日付け厚生労働省保険局保険課事務連絡）に基づき，次に掲げ  

る者の区分に応じ，当該各号に定める保険料を減免することができる  



ものとする。  

(1)  平成２８年中に避難指示区域等の指定が解除された上位所得層（世  

帯に属する被保険者について，令和６年の国民健康保険法施行令第 29 

条の３第２項に規定する基準所得額を合算した額が，６００万円を超  

える世帯）を除く旧避難指示区域等の被保険者  

令和７年度相当分の保険料の半額  

(2)  帰還困難区域および上位所得層（世帯に属する被保険者について，  

令和６年および令和７年の国民健康保険法施行令第２９条の３第２項  

に規定する基準所得額を合算した額が，６００万円を超える世帯）を  

除く旧避難指示区域等（平成２９年までに避難指示区域等の指定が解  

除された区域を除く。）の被保険者  

令和７年度相当分の保険料および令和８年４月１日から令和９年３  

月３１日までの間に到来する納期に係る令和８年度相当分の保険料  

(3) 令和５年４月２日以降令和５年度中に避難指示区域等の指定が解除  

された上位所得層（世帯に属する被保険者について，令和６年の国民  

健康保険法施行令第２９条の３第２項に規定する基準所得額を合算し  

た額が，６００万円を超える世帯）の被保険者  

令和７年度相当分の保険料額であって，令和７年４月分から９月分  

までに相当する月割算定額  

(4) 平成２９年中に避難指示区域等の指定が解除された上位所得層（世

帯に属する被保険者について，令和６年および令和７年の国民健康保  

険法施行令第２９条の３第２項に規定する基準所得額を合算した額が  

６００万円を超える世帯）を除く旧避難指示区域等の被保険者  

令和７年度相当分の保険料および令和８年４月１日から令和９年３  

月３１日までの間に到来する納期に係る令和８年度相当分の保険料の  

半額  

 

附  則  

１  この要綱は，平成５年４月１日から施行する。  

２  改正後の第３条第５号の規定は，平成５年度以降の年度分の保険料に  

ついて適用し，平成４年度分までの保険料については，なお従前の例に  



よる。  

附  則  

１  この要綱は，平成７年４月１日から施行する。  

２  改正前の第３条第５号の規定は，平成６年度分までの保険料につい  

ては，なおその効力を有する。  

  附  則  

１  この要綱は，平成２０年４月１日から施行する。  

２  この要綱の規定は，平成２０年度以降の年度分の保険料について適  

用し，平成１９年度分までの保険料については，なお従前の例による。  

   附  則  

１  この要綱は，平成２３年３月１日から施行する。  

２  改正後の函館市国民健康保険料減免取扱要綱の規定は，平成２２年  

 度以後の年度分の保険料について適用し，平成２１年度分までの保険  

料については，なお従前の例による。   

    附  則  

 この要綱は，平成２４年３月１日から施行する。  

  附  則  

この要綱は，平成２４年１０月３１日から施行する。  

  附  則  

この要綱は，平成２５年４月１日から施行する。  

附  則  

この要綱は，平成２６年４月１日から施行する。  

附  則  

この要綱は，平成２７年４月１日から施行する。  

附  則  

この要綱は，平成２８年１月１日から施行する。  

附  則  

この要綱は，平成２８年４月１日から施行する。  

 

附  則  

この要綱は，平成２９年４月１日から施行する。  



附  則  

この要綱は，平成３０年４月１日から施行する。  

附  則  

この要綱は，平成３１年４月１日から施行する。  

附  則  

この要綱は，令和２年４月１日から施行する。  

附  則  

この要綱は，令和３年４月１日から施行する。  

附  則  

この要綱は，令和４年４月１日から施行する。  

附  則  

この要綱は，令和５年４月１日から施行する。  

  附  則  

この要綱は，令和６年４月１日から施行する。  

附  則  

この要綱は，令和７年４月１日から施行する。  

附  則  

この要綱は，令和８年４月１日から施行する。  



 別　表　（第４条関係）

減　免　の　割　合第３条第１号に

損　害　の　程　度世帯合計

所得金額
１０分の３以上 １０分の５以上

１０分の５未満

対 象 理 由 減　免　の　割　合　等

７５０万円
を超えると
き

２分の１ 全　部

４分の１ ２分の１

８分の１ ４分の１

５００万円
以下である
とき

７５０万円
以下である
とき

世帯合計

所得金額
減免の割合

３００万円
以下である
とき

全　部

該当する場合

第３条第３号に

該当する場合

１０分の８

１０分の６

１０分の４

１０分の２

４００万円
以下である
とき

５５０万円
以下である
とき

７５０万円
以下である
とき

７５０万円
を超えると
き

該当する場合

世帯合計所得にかかわらず

減免の割合は，　全　部

第３条第２号に



　※減免割合の適用は，保険料の所得割にかかる部分

１０分の６

１０分の３

１０分の６以上１０分の７未満

１０分の５以上１０分の６未満

第３条第４号に

該当する場合

１０分の４以上１０分の５未満

１０分の３以上１０分の４未満

所 得 の 減 少 割 合 減免の割合

第３条第５号に

該当する場合

第３条第５号に該当する者にかかる部分に限り

減免の割合は，　全　部

１０分の８以上

１０分の７以上１０分の８未満

１０分の８

１０分の７

１０分の５

１０分の４

　に限る。

　　所得の減少割合は，前年の世帯合計所得金額に対

　する当該年の見込所得金額の減少割合である。

１０分の２以上１０分の３未満 １０分の２



　　　　住所　函館市　　　　　　町　　　丁目　　番（番地）　　号
申請者

　　　　氏名

別記第１号様式（第７条関係）

年 度

納 付 義 務 者 住 所

納 付 義 務 者 氏 名

国民健康保険料減免申請書

　　　　　　年　　　　月　　　　日

下 記 の と お り 減 免 を 受 け た い の で ， そ の 理 由 を 証 す る 書 類 を 添 え て 申 請 し ま す 。

第 １ 期

第 ２ 期

（宛先）　函　館　市　長

申 請 事 由

（ 具 体 的 に 記 入 し て く だ さ い ）
納　期 賦 課 額 ( 円 )

電話　（　 　　　　　    　　　）

通知書番号

函 館 市 町 丁 目 番 ( 番 地 ) 号

第 ３ 期

第 ４ 期

第 ５ 期

第 ６ 期

減 免 を 取 り 消 し ま す 。

第 ７ 期

第 ８ 期

第 ９ 期

第 10 期

随 時

合 計

注）ただし，生活保護に係る減免については，生活保護の申請が却下されたときは



整理番号

第１期

第２期

第３期

第４期

第５期

第６期

第７期

第８期

第９期

第 10期

随 時

合 計

 注）　１
       ２　　

　　　　　　　　　　

別記第３号様式（第８条関係）

国民健康保険料減免決定通知書

函   市   国

　　　　年　　月　　日

納 付 義 務 者 住 所

納 付 義 務 者 氏 名

調査の結果，函館市国民健康保険条例第２４条第１項第１号および第２項の規定により下

　　　　年度 通知書番号

記のとおり減免することと決定したので通知します。　

納付済み
の保険料

納付すべき
保 険 料

納 期 当初保険料
減免する金

額
減免後の
保 険 料

保険料の減免を受けている事由が消滅した場合は，遅滞なく減免事由消滅届
         出書を函館市長に提出してください。

　　　　　年　　月　　日付けで申請のあった，　　　　年度国民健康保険料減免申請は，

様

函館市長

同封した納付書により納付してください。



　　　　年　　月　　日

別記第４号様式（第９条関係）

国民健康保険料減免却下通知書

函   市   国

注）既に納期が到来している保険料については，早急に納付してください。

年 月 日付けで申請のあった， 年度国民健康保険料減免

申請は，調査の結果，下記の理由により却下と決定したので通知します。

記

　却下の理由

様 　　　　　　　　　　

函館市長



　　　　住所　函館市　　　　　　町　　　丁目　　番（番地）　　号
申請者

　　　　氏名

別記第５号様式（第11条関係）

国民健康保険料減免事由消滅届出書

　　　　　　年　　　　月　　　　日

（宛先）　函　館　市　長

　　　　　　　　年度

電話　（　 　　　　　    　　　）

通知書番号

下 記 の と お り 減 免 の 事 由 が 消 滅 し ま し た の で 届 出 し ま す 。

氏 名

年　　　月　　　日減 免 事 由 消 滅 年 月 日

減 免 を 受 け た 者
函館市 町 丁目 番(番地) 号

減　　免　　消　　滅　　時　　由（具 体 的 に 記 入 し て 下 さ い）

住 所



整理番号

第１期

第２期

第３期

第４期

第５期

第６期

第７期

第８期

第９期

第10期

随 時

合 計

納 付 義 務 者 住 所

します。                   　

納 付 義 務 者 氏 名

減免後の
保 険 料

納付済み
の保険料

　　　　年度 通 知 書 番 号

減免する金額納 期
納 付 す べ き
保 険 料

当初保険料

別記第６号様式（第12条関係）

および第２項の規定により減免された保険料について，下記のとおり取り消したので通知

国民健康保険料減免取消通知書

　　　　　　　　　　

函   市   国

様

函館市長

　　　　　年　　月　　日付けをもって，函館市国民健康保険条例第２４条第１項第１号

　　　　年　　月　　日


